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令
和
三
年
七
月
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二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
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一

山
梨
県
公
報

第
二
百
六
号

令
和
三
年七

月
十
二
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関

　
の
設
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

三
八
一

○
道
路
の
供
用
開
始	

三
八
一

公

告

○
山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
公
表	

三
八
一

○
公
共
測
量
の
実
施	

三
八
三

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
八
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
附
属
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

山
梨
県
製
菓

衛
生
師
試
験

委
員
会

一
　
試
験
方
針
の
決

定
二
　
試
験
問
題
の
作

成
三
　
合
否
の
検
討

十
五
人
以
内

一
　
学
識
経

験
の
あ
る

者
二
　
県
の
職

員

令
和
三
年
八

月
十
九
日
か

ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一

日
ま
で

福
祉
保
健

部
衛
生
薬

務
課

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
八
月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）
供
用
開
始
の

期
日

県
道

河
口
湖
精
進

線

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
戸

沢
二
五
八
二
番
一
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
湖

中
二
五
八
五
番
二
一
七
地
先
ま
で

一
〇
〇
・
〇

令
和
三
年
七

月
十
二
日

公
　
　
　
告

◉
　
山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
公
表

山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
令
和
二
年
度
の
決
算
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長
　
　
佐
　
　
野
　
　
和
　
　
広
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令
和
三
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七
月
十
二
日

三
八
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
六
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
二
日

三
八
三

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
静
岡
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
南
巨
摩
郡
南
部
町

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
三
年
七
月
五
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
字
上
海
言
塚
千

八
百
四
十
二
番
一
か
ら
千
八
百
四
十
二
番
九
ま
で
及
び
道
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
　
公
園
　
ゴ
ミ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
富
士
河
口
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
二
千
八
百
一

番
地
の
五
　
有
限
会
社
オ
ー
ル
ド
ホ
ー
ム
ズ
　
代
表
取
締
役
　
古
屋
茂
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